
（お預かりしたハガキにて ご案内します。） 

令和８年度 自動車整備士技能検定試験の実施について 

 標記について、下記のとおり実施する旨の通知がありましたので、貴事業場の受験希望者に対し 

申し込みをされますよう御案内します。 

1．試験の種類 

    二級自動車シャシ整備士 

 

2．試験の期日 

    学科試験 令和８年９月１６日（水） 

    実技試験 令和８年１１月１５日（日） 

 

3．試験の実施予定場所 

    学科試験 地方運輸局が指定する県 

    実技試験 国土交通大臣が公示する都道府県 

※試験実施場所やその他必要な事項は、施行日の２０日前までに岐阜陸運支局に掲示されます。 

 

4．受験申請書の受付場所及び受付期間 

         

 

 

 

 

※郵送による受付は、致しておりません。 

 

5．受験資格 

 別紙の受験資格一覧表を ご参照ください。（詳細は、教育部へお尋ね下さい。） 

 

  6．申請手続きに必要なもの 

    （1）受験申請書（１１０円税込）※岐阜本館、東濃会館、飛騨会館で販売しております。 

    （2）在職証明書（教育部窓口にて無料で配布しています。） 

※岐阜県整備振興会ホームページでもダウンロードできます。 

    （3）官製ハガキ（宛先面に郵便番号、住所、氏名を記入しておいて下さい。） 

免除の有無 枚数 

学科試験のみ受験（実技試験免除の方） ３枚 

実技試験のみ受験（学科試験免除の方） ３枚 

 学科・実技両方受験（試験免除無しの方） ５枚 

     ※試験に関する案内や合否の連絡に使います。 

        

受付場所 
一般社団法人 岐阜県自動車整備振興会 

岐阜本館 飛騨会館 

受付期間 
６月２９日（月）から 

７月１０日（金）まで 

６月２９日（月）から 

７月１日（水）まで 



（4）受験手数料 

       収入印紙７,２００円分（日本政府発行のもので、５枚以内に収めて下さい。） 

                                  （振興会本館でも販売しております。） 

 （5）印鑑（受験申請書に押印したものと同じもの） 

    （6）卒業（修了）証書 

実務経験が短縮または免除の方は、各証書の原本を提示して下さい。 

また、上記証明済みの整備士手帳でも可です。 

     （7）写真（下記の点に注意して下さい。） 

          ①裏面に試験の種目・氏名を記入し、申請書に はがれないように貼付して下さい。 

        ②写真寸法は縦６㎝×横４.５㎝で、上半身・脱帽・無背景で鮮明なもの。 

③６ヶ月以内に撮影したもの。 

④インスタントカメラ（ポラロイド）等で写したもの及び顔写真の小さいものは 

受付できません。 

実務経験（受験資格）一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 者 修 了 科 目 実務経験 

A 大学及び高等専門学校 

卒業者 

機械・電気・電子に

関する学科修了者 

３級、タイヤ、又は車体に合格後 

８ヶ月以上 

B 高等学校卒業者 
機械・電気・電子に

関する学科修了者 ３級、タイヤ、又は車体に合格後 

１年以上 C 大学及び高等専門学校 

卒業者 

自動車に 

関する学科修了者 

D一種養成施設修了者 

２級課程修了者 ０年 

３級課程修了者 
３級、タイヤ、又は車体に合格後 

１年以上 

E認定大学卒業者 ２級課程修了者 ０年 

上記 A ～ E以外の者  
３級、タイヤ、又は車体に合格後 

1年 4ヶ月以上 

お問い合わせ担当部署 岐阜県自動車整備振興会 教育部 
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